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 東京 2020オリンピック競技大会が開催され、令和３（2021）年７月 23日から８月８日

までの 17日間にわたり熱戦が繰り広げられた。さらに８月 24日には、同パラリンピック

大会が開幕したところである。今次両大会招致に先駆け、前回昭和 39（1964）年東京大会

を機に制定されたスポーツ振興法（昭和 36年法律第 141号）を全面改正し、スポーツ基本

法（平成 23年法律第 78号）が制定された。従来、五輪招致に当たってはその都度衆参両

院において招致決議が行われており、今回は衆参それぞれ平成 23 年 12 月及び同 25 年３

月の２回にわたり決議された。また、開催決定後には、関連の特別措置法（平成 27年法律

第 33号）が制定されている。 

 今次両大会はこのようにして招致されたものだが、新型コロナウイルス感染症 COVID-19

の世界的蔓延により、昨２年夏の開催予定が一年延期された。開幕わずか４か月前、昨年

３月のことだった。コロナ禍は未だ収束しておらず、五輪開幕間際になっても中止ないし

再延期を求める声が止まなかった。五輪大会はこれまでに 1916、40、44年の３回、いずれ

も世界大戦により中止されたが、延期は史上初となった。かつて、第一次世界大戦の講和

がなり 1920 年大会が戦禍を乗り越えるものとしてアントワープに招致決定され、同大会

は世界を風靡したいわゆる「スペイン風邪」をも乗り越え開催にこぎつけた。開幕当時我

が国においては、感染第二波が終熄しておらず、さらに閉幕後に第三波が到来した。他方、

1940年大会は東京に招致決定されたものの、冬季札幌大会、さらには「東京万博」ともど

も返上され、当初計画の実現にはいずれも数十年を要することとなった。 

 今次両大会は、招致当初、東日本大震災からの復興を世界に示す「復興五輪」と謳われ

ていたが、一年延期により、人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝ったあかしとして

開催するものとされた。安全・安心な形での大会開催についてＧ７首脳からの支持が得ら

れたもののコロナ禍は一向に収束せず、東京都にも緊急事態宣言が発せられるに至り、異

例ながら概ね無観客での開催となった。大会開幕後もなお、８月２日からは首都圏３県及

び大阪府に緊急事態宣言、さらには大会開催地を含む５道府県にまん延等防止重点措置が

発令され、同月 27日までに両措置はそれぞれ 21都道府県及び 12県に拡大されている。 

 五輪準備段階においては、参議院決算委員会で五輪経費の執行状況に目が向けられ、平

成 29年 6月 5日、「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等につ

いて」会計検査院に対する検査要請が行われた。コロナ禍の下での国会審議においては、

コロナ対策と五輪開催との関係が取り上げられないことがないほどで、予期困難な事態へ

の対応の在り方について日々大いに考えさせられることとなった。大会終了後、やがては

コロナ禍も黄昏を迎えるであろう。果たして「やってよかったと言われるような大会」と

して五輪の理想が実現されたか、コロナ対策予算の執行は適切だったかなど検証されるべ

き課題は多く、多角的な観点からあらゆる叡知を傾注することが求められる。 

オリンピック開催と国会 
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１．はじめに 

消費者のぜい弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化、新たな日常における

社会経済情勢等の変化への対応等のため、「特定商取引に関する法律」（昭和 51 年法律第

57 号。以下「特定商取引法」という。）、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律1」（昭

和 61 年法律第 62 号。以下「預託法」という。）、「消費者の財産的被害の集団的な回復のた

めの民事の裁判手続の特例に関する法律」（平成 25 年法律第 96 号。以下「消費者裁判手続

特例法」という。）を改正する「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商

取引に関する法律等の一部を改正する法律」（令和３年法律第 72 号。以下「改正法」とい

う。）は、一部の規定について衆議院で修正された後、令和３年６月９日の参議院本会議で

可決され、成立した（公布日は６月 16 日。施行期日は、一部の規定を除き、公布日から起

算して１年を超えない範囲内において政令で定める日）。 

平成 21 年の消費者庁設置以降、消費者庁を主管官庁とする内閣提出法案 13 本は、衆参

の委員会においては全て全会一致で可決されてきた2が、改正法は、２（２）の検討委員会

報告書に基づく大枠については異存がなかったものの、（３）で加わった特定商取引法及び

預託法における契約書面等の電子化への賛否が分かれたため、初めて多数で可決された。 

本稿では、改正の経緯、概要及び焦点となった契約書面等の電子化をめぐる国会論議に

ついて紹介する。 

 
1 今般の改正で、法律の題名が「預託等取引に関する法律」に改められた。 
2 第 204 回国会参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会会議録第 12 号 22～23 頁（令 3.5.28）。全

会一致で修正議決されたものも含む。本会議では多数となったものもある。 
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２．改正の経緯 

（１）特定商取引法等の概要（改正前） 

ア 特定商取引法の概要 

特定商取引法は、消費者と事業者との間で特にトラブルになることが多い取引類型（訪

問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引

販売取引、訪問購入）を対象に、消費者トラブル防止のためのルールを定め、事業者に

よる不当な勧誘行為等を規制している。事業者への行為規制としては、消費者への適正

な情報提供等の観点から、不当な勧誘行為の禁止、契約に関する取引条件等を記載した

書面の交付義務、広告表示規制等が定められ、違反した場合には、指示や業務停止命令、

法人役員等に対する業務禁止命令といった行政処分や罰則の対象となる。民事ルールと

しては、書面による契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る特例（クーリング・オフ

制度）、不当な勧誘によって誤認した場合の意思表示の取消し等が定められている。 

法制定後、累次の改正が行われ、最近では平成 28 年に、悪質事業者に対する業務禁止

命令制度の創設等を内容とする改正が行われている。 

イ 預託法の概要 

預託法は、昭和 60 年にかけて発生した豊田商事事件3を契機に制定された。同法は、

預託等取引契約（事業者が消費者に対して、内閣府令で定める一定以上の期間（３月以

上）、政令で定める物品（貴金属等）を預かること等及び預託等に関し財産上の利益の供

与又は期間経過後一定の価格での買取りを約束し、消費者がこれに応じ物品等を預ける

ことを約束する契約）について、行政規制及び民事ルール（クーリング・オフ、中途解

約権）を規定している。 

しかし、事業者が消費者に物品等を販売すると同時に、当該物品等を預かり、自ら運

用する、又は第三者に貸し出す等の事業を行い、配当等を行ういわゆる「販売預託商法」

を悪用し、多数の消費者に深刻な被害をもたらす事案が繰り返し発生してきた。近年も、

安愚楽牧場事件4、ジャパンライフ事件5など販売預託商法による大規模な消費者被害が

後を絶たず、現行法による規制の限界が指摘されてきた6。 

 
3 訪問販売の方法で金地金を販売するとともに、これを同社が５年間預かって運用し、年 10％の運用益を配当。

５年後には時価で買い戻すと説明。実際には金地金はほとんど保有していなかった（契約上は購入物品の預

託であるが、金地金は顧客別の特定が不可能）。昭和 57 年から 60 年にかけて、被害者約 29,000 人、被害総

額約 2,000 億円、１人当たりの平均被害額約 690 万円に上った（消費者委員会「いわゆる『販売預託商法』

に関する消費者問題についての調査報告」（令元.8））。 
4 子牛を販売するとともに、同社に預け、肥育して成牛を売却することにより利益を配分すると説明（和牛オー

ナー制度）。実際には約 10 万頭分のオーナー契約に対し、牛の数は６～７割程度しか存在しなかった（顧客

別の牛の所有者の特定なし）。平成９年から 23 年にかけて、被害者約 73,000 人、被害総額約 4,200 億円、１

人当たりの平均被害額約 575 万円に上った（前掲脚注３調査報告）。 
5 磁気治療機器を販売するとともに、これを同社に預け、同社がレンタル事業を展開することによりレンタル

料を支払うと説明（レンタルオーナー制度）。消費者庁が平成 28 年 12 月から４回にわたり行政処分を行った

が、更に営業を継続（契約上は購入物品の預託であるが、磁気治療機器は顧客別の特定が不可能）。平成 30

年までに、被害者約 7,000 人、被害総額約 2,000 億円、１人当たりの平均被害額約 2,857 万円に上った（前

掲脚注３調査報告）。 
6 預託法については、①広く預託取引一般を規律する法律として制定されたため、物品等を販売することから

取引が始まる販売預託商法の観点が考慮されていないこと、②参入規制が設けられていないこと、③指定商

品制が採用されており、規制対象外の物品等については適用できないことなどが指摘されている（消費者委
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消費者委員会は、令和元年８月 30 日、「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問

題についての調査報告」を取りまとめるとともに、消費者担当大臣及び国家公安委員会

委員長に対し、法制度の在り方の検討や執行体制の強化等を求める建議を発出した。あ

わせて、物品等が存在しない場合等を禁止行為として法定することや、参入規制の導入

を検討することを求める「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての消

費者委員会意見」を発出した。 

ウ 消費者裁判手続特例法の概要 

消費者裁判手続特例法は、同種の被害が拡散的に多発するという消費者被害の特性に

鑑み、消費者被害の集団的な回復を図るための二段階型の訴訟制度を設けるものである。

具体的には、①一段階目の手続（共通義務確認訴訟）では、内閣総理大臣の認定を受け

た特定適格消費者団体が原告となり、相当多数の消費者と事業者との間の共通義務の存

否について裁判所が判断し、②一段階目の手続で消費者側が勝訴した場合、個々の消費

者が、二段階目の手続（対象債権の確定手続）に加入して、簡易な手続によってそれぞ

れの債権の有無や金額を迅速に決定することで、消費者被害回復の実効性の確保を図る

こととしている。 

 

（２）特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会 

消費者のぜい弱性につけ込む悪質商法が後を絶たないこと、特に「販売預託商法」によっ

て大きな消費者被害が発生している状況にあること等を踏まえ、衛藤内閣府特命担当大臣

（消費者及び食品安全）（当時）は、消費者庁に対し、時代に即応した実効的な法制度の検

討を指示した。これを受けて消費者庁は、特定商取引法及び預託法について、法改正を視

野に制度の在り方について検討を開始することとし、令和２年２月から「特定商取引法及

び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」を開催した。 

消費者側、事業者側の代表を含む有識者による同検討委員会は、８月 19 日に取りまとめ

た報告書において、消費者被害を発生させる悪質事業者を「共通の敵」と位置付け、そこ

にターゲットを絞った実効的な規制等を新たに措置する抜本的な制度改革を実行すべきで

あるとした。具体的には、①通信販売の広告で「初回無料」として２回目以降に高額な金

額を支払わせる等の「詐欺的な定期購入商法」7に対する規制強化、②販売を伴う預託等取

引契約について、売買の対象となる物品が存在しないこと等が発覚しづらく甚大な財産被

害を及ぼすおそれが高い反社会性のある行為として原則禁止、③売買契約に基づかずに送

付した商品の代金を請求する「送り付け商法」に対する制度的な措置等を提言した。 

また、同報告書では、消費者庁等が実施した行政処分を消費者の被害の回復の際に円滑

 
員会「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての建議」（令元.8））。 

7 近年、通信販売における定期購入に関する相談件数は急増し、2020（令和２）年は対前年比で約３割増加、

2015（平成 27）年と比べると約 14 倍に増加している（第 204 回国会参議院地方創生及び消費者問題に関す

る特別委員会会議録第 12 号 17 頁（令 3.5.28））。その具体的な手口としては、①消費者が定期購入であるこ

とを容易に認識できないような形で表示を行う手口、②消費者に定期購入であることを明示的に示しつつも

「いつでも解約可能」と称して契約を締結させ、解除に応じない又は解除のためのハードルを意図的に上げ、

明示しない手口などがある（検討委員会報告書）。 
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に活用できるようにするための取組を実施することが重要であるとして、特定適格消費者

団体が行う共通義務確認訴訟の遂行に資するための措置を検討する必要があるとした。 

 

（３）契約書面等の電子化に係る検討 

特定商取引法及び預託法では、消費者トラブルを生じやすい取引において、消費者に十

分な情報を提供して合理的な意思決定の機会を確保し、消費者トラブルを防止する観点か

ら、契約の申込時の申込書面又は概要書面及び契約締結時の契約書面を、事業者から消費

者に書面（紙）で交付することを義務付けている（通信販売を除く）。契約書面等は、契約

内容やクーリング・オフに関する事項が記載され、書面を受領した日がクーリング・オフ

期間8の起算点となる重要な機能を有する。 

内閣府に設置された規制改革推進会議の「成長戦略ワーキング・グループ」は、令和２

年 11 月９日の第３回会議で「特定商取引法の特定継続的役務提供9に係る契約前後の書面

交付の電子化」を取り上げた。河野内閣府特命担当大臣（規制改革）及び事業者からは、

英会話等のオンラインレッスンについて、特定商取引法の特定継続的役務提供として契約

書面等を紙で交付することが義務付けられていることから、オンラインで受講手続が完結

しない状況について問題提起がなされた。消費者庁からは、役務提供の内容を事前に確定

することが難しいなど特定継続的役務提供契約が持つ不確実性の高さに着目した規制の趣

旨を述べた上で、電磁的方法による送付を希望しない消費者の利益の確保等にも配慮しつ

つ、書面交付のデジタル化を促進する方向で検討したい旨の回答がなされた。 

消費者委員会では、令和３年１月 14 日に初めて「特商法・預託法における契約書面等の

電子化について」が議題とされた。ここで消費者庁から、上述の成長戦略ワーキング・グ

ループでの回答を踏まえて更に検討した結果として、「消費者の保護を損なわないように

するとともに、他法令の例も参照し、特定継続的役務提供に加え、訪問販売等の特定商取

引法の各取引類型（通信販売を除く）及び預託法において、消費者の承諾を得た場合に限

り、電磁的方法により交付することを可能にする。」として、令和３年通常国会に提出予定

の特定商取引法及び預託法の改正法案で改正を行う方針が示された。 

消費者委員会は、１月 20 日に関係団体等からのヒアリングを行った後、２月４日、「特

定商取引法及び預託法における契約書面等の電磁的方法による提供についての建議」を発

出した。同建議は、特定商取引法及び預託法の内容及び両法による規制の特徴、取引類型

ごとの契約の性質や実態、契約書面等の交付の意義並びに消費者トラブルの実態を考慮し、

契約書面等の機能を維持する観点から、①消費者の承諾の取得の実質化、②電磁的方法に

よる提供の具体的方法、③クーリング・オフ期間の起算点の明確化と承諾の取得に関する

立証責任、④法施行後の実態把握と検討について、消費生活相談の関係者等の意見を聴取

して十分に検討を行い、必要な措置を講ずるべきであるとした。 

 
8 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供及び訪問購入は８日間、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売

取引は 20 日間。 
9 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、

語学教室など７つの役務が対象とされている。 
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（４）審議経過 

こうした経緯を踏まえ、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取

引に関する法律等の一部を改正する法律案」（閣法第 54 号）が３月５日に衆議院に提出さ

れた。 

衆議院では、閣法及びその対案として提出された衆法10を一括して審議が行われた。４月

22 日の本会議で趣旨説明聴取・質疑が行われ、消費者問題に関する特別委員会において、

27 日から政府や参考人11に対する質疑が行われた後、５月 13 日、閣法について質疑を終局

した。翌 14 日、自民、立民、公明、共産、維新及び国民の各派共同提案により閣法に対す

る修正案が提出され、同修正案は全会一致で可決、修正部分を除く原案は自民、公明、維

新及び国民の賛成多数で可決され、閣法は修正議決すべきものと決定された。同月 18 日の

本会議で、閣法は、賛成多数により修正議決された。修正の内容は、①契約の申込みの撤

回等を電磁的記録により行う場合の効力発生時期について、当該記録による通知を発した

時とすること、②販売業者等が契約書面等に記載すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができるものとする規定について、施行期日を１年延期すること、③ ②の施行後２年

を経過した場合の検討規定を設けること等である。 

参議院では、５月 21 日の本会議で趣旨説明聴取・質疑が行われ、地方創生及び消費者問

題に関する特別委員会において、26 日から参考人12や政府に対する質疑が行われた後、６

月４日、自民、公明、維新及び民主の賛成多数により可決すべきものと決定し、９日の本

会議で可決・成立した。なお、地方創生及び消費者問題に関する特別委員会において、附

帯決議が付された13。 

 

３．改正法の概要 

（１）特定商取引法の一部改正 

ア 通信販売の「詐欺的な定期購入商法」対策 

（ア）定期購入でないと誤認させる表示に対する直罰化 

改正法により、通信販売における契約の申込みに係る書面等において、不実の表示や、

人を誤認させるような表示が禁止されるとともに、禁止に違反した者に対する罰則が定

められ、消費者がそのような表示により誤認して申し込んだ場合に、申込みの意思表示

の取消しを認めることとされた。 

 
10 立民、共産及び国民から提出された「消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及

び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案」（衆第 15 号）は、閣法の規定から契約書面等

の電子化に関する部分を除外し、それに加えて、消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）を改正し、つけ込

み型勧誘取消しの包括規定の創設等を行おうとするものである。 
11 参考人として、東北大学・東京大学名誉教授 青山学院大学客員教授河上正二君、弁護士・日本弁護士連合

会消費者問題対策委員会委員 石戸谷豊君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員 池本誠司

君及び公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長 増田悦子君が出席した（令 3.5.11）。 
12 参考人として、一般社団法人日本経済団体連合会ソーシャル・コミュニケーション本部長 正木義久君、一

般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長 浦郷由季君及び弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員

会委員長 釜井英法君が出席した（令 3.5.26）。 
13 参議院ウェブサイト<https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/204/f432_060413.pdf>（令

3.8.23 最終アクセス） 
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禁止される「人を誤認させるような表示」の例として、消費者庁は、「定期購入契約に

おいて最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、そのほかの定期

購入に関する条件を分かりにくいように小さな文字で表示する場合や、目立たない場所

に設置されたリンクから遷移するページにしか表示していない場合などが該当する」旨

答弁し、どのような場合に違法な表示に該当するのかについての詳細は通達等で明らか

にしていく方針であるとした14。 

（イ）通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止 

改正法により、販売業者等が、契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、契約の解

除に関する事項や契約の締結を必要とする事情に関する事項について不実のことを告げ

る行為が禁止され、禁止に違反した者に対する罰則が定められた。 

禁止される行為の例として、消費者庁は、「契約を解除するために連絡してきた消費者

に対して、実際には特段の条件なく解除できるにもかかわらず、事実に反して、定期購

入契約になっているので残りの分の代金を支払わなければ解約はできないなどと告げる

行為や、販売した商品について、その商品は今使用を中止すると逆効果になるなどと告

げる行為などが該当する」旨答弁した15。 

イ 送り付け商法対策 

改正法により、売買契約に基づかないで送付された商品の返還を販売業者が請求する

ことができる期間（改正前は原則 14 日間）が撤廃され、消費者は直ちに処分（廃棄、使

用等）できることとされた。この規定は、令和３年７月６日に施行された。 

改正の効果について、消費者庁は、「消費者は、送り付けられた商品の代金を支払わな

くてはならないのではないかという不安から解放され、悪質事業者は、送り付けた商品

の代金や送料に相当する額を損することになるため、送り付けるインセンティブを失う

ことになる。したがって、送り付け商法による消費者被害の未然防止等に資する制度と

なっている」旨答弁した16。 

送り付け商法自体を禁止しなかった理由について、井上内閣府特命担当大臣（消費者

及び食品安全）（以下「井上大臣」という。）は、「売買契約が存在しないのに商品を一方

的に送付し、売買契約の申込みをする行為は正常な事業活動ではなく、一方的に送り付

けた商品について、代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような

行為は、禁止するまでもなく、一種の詐欺行為である」とし、悪質事業者への行政処分

を設ける必要性については、「行政処分を受けて業務改善等が見込めるような性質の業

態ではなく、行政処分の対象とすることはなじまない」旨答弁した17。 

ウ 事業者が交付する契約書面等の電子化 

改正法では、消費者の利便性の向上やデジタル技術を活用した消費者利益の保護を図

るため、販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾

 
14 第 204 回国会参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会会議録第 12 号 17 頁（令 3.5.28） 
15 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第７号８頁（令 3.4.27） 
16 第 204 回国会参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会会議録第 12 号 22 頁（令 3.5.28） 
17 第 204 回国会参議院本会議録第 24 号６頁（令 3.5.21） 
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を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法（電子メールの送付等）により提供できる

こととされた。 

本規定をめぐっては、改正法審議の焦点となり、様々な論議が行われた（４．参照）。

衆議院において与野党間の修正協議が行われ、野党の中から衆法で示されたように本規

定の削除を求める意見があったが18、結果として、衆議院修正により、本規定の施行日を

１年延期し「公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日」と

するとともに、施行後２年を経過した場合における本規定の検討規定19が設けられた。 

エ 消費者からのクーリング・オフ通知の電子化 

改正法では、申込者等が契約の申込みの撤回等（クーリング・オフ）を電磁的記録に

より行うことができることとされた。 

本規定について、政府原案では、クーリング・オフを電子メール等で行う場合の効力

発生時期について、電子メールは発信すれば直ちに到達することから、（到達までに時間

のかかる郵送による場合を念頭に）「発した時」に効力を生ずるとの規定にはあえて含ま

れておらず、当該通知の「到達した時」とされていた。しかし、サーバーの不具合やキャ

リアによる通信制限等により、電子メールがすぐに届くとは限らないといった議論があ

り20、これを踏まえ、衆議院における修正により、電子メール等を含め当該通知を発した

時に効力を生ずるものと規定された。 

オ 外国執行当局への情報提供制度の創設 

改正法により、主務大臣が外国執行当局に、その職務の遂行に資すると認める情報の

提供を行うことができることとされた。 

その趣旨について、消費者庁は、「国境を越えた電子商取引の規模が年々拡大しており、

外国の販売業者等と日本の消費者のトラブルも増加している中で、実効的な法執行を行

うためには外国執行当局との情報交換がますます不可欠な要素となっている。このよう

な状況を踏まえ、外国執行当局との間で相互主義を確保し、外国執行当局からも情報の

提供を受けられるようにする観点から、外国執行当局への情報提供を行うための根拠規

定を新設するものである」旨答弁した21。 

カ 行政処分の強化等 

行政処分の実効性を強化するため、改正法により、立入検査権限の拡充、業務停止命

令及び業務禁止命令の対象となる法人の役員等の範囲の拡大等が措置された。 

 

（２）預託法の一部改正 

ア 販売預託の原則禁止 

改正法により、内閣総理大臣の確認を受けた場合を除き、預託等取引業者による物品

等の売買契約及び当該物品等を対象とする預託等取引契約について、その勧誘等及び締

 
18 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第 10 号２頁（令 3.5.14） 
19 政府原案に規定されていた改正法の施行後５年を経過した場合における検討規定とは別に設けられた。 
20 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第７号 18 頁（令 3.4.27）、同第９号 21～25 頁（令

3.5.13） 
21 第 204 回国会参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会会議録第 12 号６頁（令 3.5.28） 
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結又は更新を禁止するとともに、禁止に違反した者に対する罰則が定められた。 

井上大臣は、「販売を伴う預託等取引により過去に大規模な消費者被害が発生したこ

とも踏まえ、原則禁止とする一方、憲法上の営業の自由との関係も踏まえ、消費者の財

産上の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められる場合に限り、あらかじめ契約

の勧誘等の段階及び締結等の二段階で内閣総理大臣の確認を受けた上で、例外的に行う

ことができるものとしている」旨答弁した22。内閣総理大臣の確認の方法について、消費

者庁は、「契約の勧誘等の段階においては、売買契約に係る物品等の価額、預託等取引契

約によって供与される財産上の利益の金額等の事項を審査し、契約の締結等の段階にお

いては、個別の契約の内容が勧誘等の確認を受けた事項に整合しているかなど、消費者

利益の保護に欠けるおそれがないかを確認する」旨述べ、「それぞれの段階において、内

閣総理大臣が確認をしようとするときはあらかじめ消費者委員会の意見を聞くこととし、

確認に万全を期すこととしている」旨答弁した23。 

イ 預託法の規制対象範囲の拡大 

改正法により、法律の規制の対象となる物品が政令で指定するものから全ての物品に

改められ、法律の題名も「預託等取引に関する法律」に改められた。 

預託法の対象の限定列挙が廃止され、全ての物品等が対象とされることにより、「金融

商品取引法」（昭和 23 年法律第 25 号）や「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに

関する法律」（昭和 29 年法律第 195 号）との間の隙間事案が生じることはなくなるかと

の問いに対しては、消費者庁は、「これまで『販売しているから出資ではない』という形

で逃れてきたものが、今回、販売預託が原則禁止されることにより、被害を防ぐことが

可能になると考える」旨答弁した24。 

ウ その他 

特定商取引法と同様に、契約書面等及びクーリング・オフ通知の電子化、外国執行当

局への情報提供制度の創設等が措置された。 

 

（３）消費者裁判手続特例法の一部改正 

改正法により、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が消費者裁判手続特例法に基づく

被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対

し、特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することがで

きることとされた。 

具体的に提供する書類については内閣府令で定めることとされているが、消費者庁は、

「現段階では消費者庁が行った行政処分の処分書等を想定している」旨答弁した25。 

 

 

 
22 第 204 回国会参議院本会議録第 24 号４頁（令 3.5.21） 
23 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第７号７頁（令 3.4.27） 
24 第 204 回国会参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会会議録第 12 号 12 頁（令 3.5.28） 
25 第 204 回国会参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会会議録第 12 号５頁（令 3.5.28） 
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４．契約書面等の電子化をめぐる国会論議 

（１）改正案に盛り込まれた経緯・理由 

井上大臣は、「政府全体におけるデジタル化の議論の中で、規制改革推進会議において、

特定商取引法の一部取引類型の契約書面等についても電磁的方法による提供を可能とする

ように取りまとめられた。これを受けて、消費者庁としては、消費者の利便性の向上及び

消費者利益の保護を図る観点から、具体的な制度の在り方について検討し、改正法案に盛

り込むこととした。また、昨年末からは、消費者委員会で本件について議論していただき、

『デジタル技術を消費者の利益のためにも広く活用して、消費者の利便性の向上を図ると

ともに、デジタル技術によって、消費者トラブルの防止及び被害救済を図り、更なる消費

者の保護につなげることが必要』との建議が出された」旨答弁した26。 

こうした経過について、浦郷参考人は、「１月 14 日の消費者委員会での消費者庁の報告

により、（規制改革推進会議で議題となった）オンライン完結型の特定継続的役務提供のみ

ならず、通信販売を除く全ての取引類型や商品預託取引も含めて電子化の検討が進められ

ていることが分かり、全国の消費者団体、弁護士会、司法書士会などからも、書面交付の

電子化に反対する意見書が次々と出されていく状況となった」旨述べた27。 

消費者庁に反対・慎重な意見書を提出した団体は、弁護士会、消費者団体、地方公共団

体など、５月 12 日時点で 180 団体に上った28。増田参考人は、反対理由として、①高齢者

の見守りが機能しなくなること（書面であれば、家族やヘルパーが早期に発見して通報す

ることで、クーリング・オフを行使するなど被害回復につながることが多い）、②電磁的交

付について真意の同意が取れるのか疑問であること（特定商取引法の分野の場合、不招請

勧誘され、虚偽、誇大な説明等により契約に至り、契約内容の実態さえ理解していない可

能性もある）、③若者の連鎖販売取引が全てオンラインになることになり、勧誘が活発にな

る可能性があること、④消費者のＩＴリテラシーがまだ十分でないこと、⑤インターネッ

ト機器の不具合、通信回線事故における責任問題など新たなトラブルの要因となることを

挙げた29。 

立法事実について、井上大臣は、社会全体のデジタル化に対応する必要性や、紙よりも

便利であると感じる国民も増えてきているのではないかとの一般論を述べたものの30、具

体的に消費者から要望があったわけではないとした31。契約書面等の電子化のメリットと

して、消費者庁は、「顧客が送受信の記録等で契約書面を受領したことの確認が容易になる

こと、紙と比べて紛失等が防止でき、日にちが経過しても検索機能を使って探し出しやす

いこと、紙の資料と比べて、かさばらないし、保管も容易であること」など、消費者の利

便性向上を挙げた32。なお、事業者からの要望としては、正木参考人から、訪問販売として

 
26 第 204 回国会衆議院本会議録第 24 号 5～6 頁（令 3.4.22） 
27 第 204 回国会参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会会議録第 11 号４頁（令 3.5.26） 
28 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第９号 28 頁（令 3.5.13） 
29 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第８号７～８頁（令 3.5.11） 
30 第 204 回国会衆議院本会議録第 24 号６頁（令 3.4.22） 
31 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第 7 号（令 3.4.27） 
32 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第９号２頁（令 3.5.13） 
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の規制を受けるホームセキュリティーを扱う警備業の協会から、規制改革要望が出ている

ことが紹介された33。 

菅内閣総理大臣の推進するデジタル化における消費者保護の観点について、総理は、「今

般のデジタル改革関連法案においても、押印、書面の見直しを図り、デジタルによる手続

を可能にする一方で、消費者保護の観点等から配慮を要する手続についてはデジタル化の

対象とはしない」旨答弁し、特定商取引法等における契約書面等の電子化への懸念につい

ては「正直承知していなかった」として、「指摘をいただいたので、検討させていただきた

い」旨答弁した34。その後、井上大臣は、「総理に対しては、私から、今回の法改正の趣旨

とともに、契約書面等の電磁的方法による提供に当たり、消費者にとって不利益となるこ

とがないよう、政省令等において詳細な制度設計を行っていく方針を説明し、総理からは、

その方向でしっかり進めるように言われている」旨答弁した35。 

平成 23 年１月 20 日の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部情報通信技術利活用

のための規制・制度改革に関する専門調査会において、特定商取引法の訪問販売及び電話

勧誘販売における書面交付の電子化について、消費者庁は、「消費者保護を後退させるに過

ぎず、事業者にとっても取引の安定性が害されることから、実施は困難と認識している」

旨回答していた36。これと異なる政策判断をした理由について、井上大臣は、当時と現在と

のデジタル化の状況の変化（例えばスマートフォン保有率や電子商取引の市場規模）や新

型コロナウイルス感染症対策の必要性を挙げ、こうした状況に対応した制度改正を行うこ

ととした旨答弁した37。 

これらの説明に対し、あえて消費者被害の生じやすい特定商取引法の分野で書面を電子

化することとなった経緯には、なお不透明さが指摘された。「複数の関係者からヒアリング

したところ、当初、事務方は規制改革推進会議から要望のあったオンラインの英会話教室

など一部の事業者だけに契約の電子化を認めることを考え、井上大臣に報告したところ、

大臣から、言われたことだけやるのでなく、自ら進んで全部やれと指示をされ、特定商取

引法における全ての契約を電子化することとなったということであった」として、「井上大

臣は、菅内閣総理大臣がデジタル化を掲げる下で成果を示したかったのではないか」との

指摘もなされた38。 

 

（２）特定継続的役務提供に限定すべきとの議論 

改正法による契約書面等の電子化に反対する立場の参考人からも、オンラインで完結す

る英会話指導契約などの特定継続的役務提供に限って導入するのであれば、まだ理解でき

る旨の意見が述べられた39。 

 
33 第 204 回国会参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会会議録第 11 号３頁（令 3.5.26） 
34 第 204 回国会参議院財政金融委員会会議録第７号５～６頁（令 3.3.26） 
35 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第９号 10 頁（令 3.5.13） 
36 同専門調査会（第５回）参考資料２ 
37 第 204 回国会参議院本会議録第 24 号３頁（令 3.5.21） 
38 第 204 回国会参議院本会議録第 24 号 10 頁（令 3.5.21）大門実紀史議員の指摘。 
39 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第８号６頁（令 3.5.11）等 
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特定継続的役務提供以外の取引類型も契約書面等の電子化の対象とした理由について、

井上大臣は、「特定商取引法が書面交付義務を事業者に課している趣旨は、消費者保護の観

点から契約内容を明確化し、後日紛争が生じることを防止するためであり、電子化を可能

とする規定は各取引類型に横断的に置くことが法理論的に整合的である。また、特定継続

的役務提供以外の取引類型においても、契約書面の紛失を回避したい、電磁的方法による

管理を希望するというニーズがあると考える」旨述べた40。消費者庁は、「特定継続的役務

提供以外の取引類型においても、契約書面の紛失を回避したい、電磁的方法による管理を

希望するというニーズがある中で、消費者からの希望があれば、これらのニーズに対応す

る必要があると考えている」旨答弁した41。 

電子化を可能とする類型を、具体的に要望のあるもの（英会話のオンラインレッスン等）

に政省令で限定すべきではないかとの提案もあったが、消費者庁は、「政省令、通達におい

て承諾の実質化等について取引類型を区分して定めることは可能と考えているが、契約書

面の電子化ができる取引類型自体を限定することはできないと考えている」旨答弁した42。 

 

（３）消費者による電子交付の承諾の実質化 

井上大臣は、「書面交付義務が設けられている全ての取引類型において、紙での交付を原

則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による交

付を可能とする制度改正を行うこととした」と答弁し43、あくまで紙での交付が原則である

との考えを示した。 

契約書面等の電子交付を可能とする新設規定では、「承諾」の要件が政令事項、「電磁的

方法」が省令事項とされている。契約書面等の電子化によるトラブルを回避する方策につ

いて、井上大臣は、「承諾を実質的なものとすること、すなわち消費者が本当に納得して承

諾していることを確保することは極めて重要である」として、「高齢者などデジタル機器に

必ずしも慣れていない方々が不利益を被らないよう、政省令等で消費者保護の観点から万

全な制度設計を行う」とした44。具体的な承諾の取り方としては、「口頭や電話だけでの承

諾は認めず、ウェブページ上でチェックを入れるだけで承諾とすることは認めないこと、

契約の相手方がデジタル機器に不慣れな一定以上の年齢の者の場合には、家族など契約者

以外の第三者のメールアドレスにも送付させることなどを考えている」旨答弁した45。ま

た、消費者庁は、「オンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは、当面、

紙で承諾を得ることなどが考えられる」旨答弁した46。 

制度設計について、井上大臣は、「特定商取引法における取引の特徴やそれぞれの消費者

被害の実情も踏まえた上で、政省令等を整備し、消費者保護にも万全を期した実効的な制

 
40 第 204 回国会参議院本会議録第 24 号３頁（令 3.5.21） 
41 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第９号６頁（令 3.5.13） 
42 第 204 回国会参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会会議録第 12 号 28 頁（令 3.5.28） 
43 第 204 回国会参議院本会議録第 24 号３頁（令 3.5.21） 
44 第 204 回国会参議院本会議録第 24 号６頁（令 3.5.21） 
45 第 204 回国会参議院本会議録第 24 号４頁（令 3.5.21） 
46 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第９号 25 頁（令 3.5.13） 
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度とすることが重要である。法案成立後、オープンな場で広く意見を聴取する検討の場を

設けるとともに、消費者委員会でも議論いただき、消費者生活相談の実情に詳しい相談員

などから丁寧に意見を伺い、消費者の承諾の実質化や電磁的方法による提供の具体的方法

の在り方を検討する」旨答弁した47。 

消費者庁が、契約書面等の電子交付を認める場合について、消費者の承諾を実質化し、

真意による承諾をしたことが明らかな場合に限る旨の答弁をしていることに関し、池本参

考人は、「本体の契約について不意打ちの勧誘や利益誘引の勧誘である場面で、書面の電子

化の部分だけ真意で承諾をするということは、そもそも場面としても想定できないのでは

ないか。本体の契約と電子化の承諾は、同じ場面で同じ流れの中で承諾を取得することに

なるので、これでは歯止めにならないと言わざるを得ない」旨述べた48。 

有効な承諾を得ずに書面を電子交付した場合の効果について、消費者庁は、「書面を交付

したことにならないため、民事上はクーリング・オフを行うことができる期間が継続する

とともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事

上は６か月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金の対象となる」旨答弁した49。 

消費者が電子交付の承諾を撤回し書面交付を求めることの可否について、消費者庁は、

「消費者が契約書面等を電磁的方法により提供を受けることを承諾したとしても、消費者

がその提供を受ける前であれば承諾の撤回を認める制度を想定している」旨答弁した50。 

参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会の附帯決議の一では、「書面交付の

電子化に関する消費者の承諾の要件を政省令等により定めるに当たっては、消費者が承諾

の意義・効果を理解した上で真意に基づく明示的な意思表明を行う場合に限定されること

を確保するため、事業者が消費者から承諾を取る際に、電磁的方法で提供されるものが契

約内容を記した重要なものであることや契約書面等を受け取った時点がクーリング・オフ

の起算点となることを書面等により明示的に示すなど、書面交付義務が持つ消費者保護機

能が確保されるよう慎重な要件設定を行うこと。また、高齢者などが事業者に言われるま

まに本意でない承諾をしてしまうことがないよう、家族や第三者の関与なども検討するこ

と。」とし、答弁の内容が確実に実施されるよう求めた。 

 

（４）特定商取引法の勧誘規制の在り方 

石戸谷参考人は、「預託法については、改正法で販売預託が原則禁止され、内閣総理大臣

の確認制度の創設により、不適正な勧誘や契約をあらかじめ排除する仕組みとしているの

で、こうした条件の下で消費者の承諾があるのであれば、特定商取引法分野のような具体

的な懸念は想定されないと考える。これに対して、特定商取引法分野の場合、事前確認制

度を持つ預託法の場合と契約に至る前提条件の面で大きな違いがある」旨指摘した51。釜井

参考人は、「既に契約書面等の電子交付を可能としている電気通信事業法（昭和 59 年法律

 
47 第 204 回国会参議院本会議録第 24 号６頁（令 3.5.21） 
48 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第８号６頁（令 3.5.11） 
49 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第７号８頁（令 3.4.27） 
50 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第９号３頁（令 3.5.13） 
51 第 204 回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会議録第８号４頁（令 3.5.11） 
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第 86 号。総務大臣の登録制）等と異なり、参入規制のない特定商取引法において、不意打

ち勧誘（不招請勧誘）から始まる訪問販売や電話勧誘販売等、甘い利益誘引勧誘から始ま

る連鎖販売取引（いわゆるマルチ商法）等の消費者の判断をゆがめる危険性のある勧誘か

ら始める取引に導入すれば、被害拡大を招く危険性が高い。むしろ不招請勧誘取引の規制

に直ちに取り組むべきである」旨述べた52。 

参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会の附帯決議の十三では、「政府は、訪

問販売や電話勧誘販売における高齢者・障がい者の消費者被害を抜本的に予防するため、

幅広く対応策を検討すること。」とされた。 

 

５．おわりに 

６月 16 日の改正法公布後、消費者庁は、７月 13 日、消費者団体、事業者団体、デジタ

ル分野等の有識者から構成する「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」

を開催し、令和４年春頃を目途に取りまとめを行うこととし、７月 30 日から検討を開始し

た。また、消費者委員会は、７月 19 日、特定商取引法等における契約書面等の電磁的方法

による提供に係る政省令やガイドラインの整備に当たって留意すべき事項について関係団

体等からのヒアリングを行った。契約書面等の電子化が消費者被害の拡大を招くことのな

いよう、慎重な制度設計が求められる。 

また、今回抜本改正された預託法と異なり、特定商取引法においては、書面交付の場面

のみならず、消費者が求めていなかったものを不意打ち的あるいは利益誘導的な勧誘で売

るといった売り方そのものの規制の在り方は引き続き課題となろう。高齢化の進展はもと

より、来年４月には民法の成年年齢引下げで 18 歳、19 歳の未成年者取消権が失われるこ

とから、若者の消費者被害の増加も懸念される。悪質事業者を「共通の敵」と位置付け抜

本的な法改正に至った今回の経緯も踏まえ、平成 28 年改正特定商取引法の５年後見直し53

に向けて、健全な経済社会の発展に向けた建設的な議論が求められる。 

 

（なかむら いずみ） 

 
52 第 204 回国会参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会会議録第 11 号５頁（令 3.5.26） 
53 平成 29 年 12 月の施行から５年（令和４年 12 月）を経過した場合における検討規定が置かれている。 


